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議案第19号 

 

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する   

条例案 

 

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（平成27年条例第17号）の

一部を次のように改正する｡ 

次の表により、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下「対象規定」とい

う｡）をこれに対応する改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改

正前欄にこれに対応するものを掲げていないものを加える｡ 

改正後 改正前 

（職員の派遣） 

第２条 ［略］ 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める

職員は、次に掲げる職員とする｡ 

[⑴ ～⑶  略］ 

 ⑷ 職員の定年等に関する条例（平成27年

条例第18号）第４条第１項又は第２項の

規定により引き続いて勤務させることと

されている職員 

⑸ 職員の定年等に関する条例第８条の 

規定により同条第１項に規定する異動期

間（同条の規定により延長された期間を

含む｡）を延長された同条例第５条に規

定する職を占める職員 

⑹ ［略］ 

（職員の派遣） 

第２条 ［同左］ 

２ ［同左］ 

 

[⑴ ～⑶  同左］ 

［新設］ 

 

 

 

［新設］ 

 

 

 

 

 ⑷ ［同左］ 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である｡ 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

令和４年12月２日提出 
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大阪広域環境施設組合管理者  松 井 一 郎  

 

説 明 

外国の地方公共団体の機関等に派遣することができる職員の範囲を改めるため、条例の一部を改

正する必要があるので、この案を提出する次第である｡ 


